
令和8年3月11日（水）　9時55分 ～ 15時56分
第2委員会室
西尾雄次 委員長、中村　聡 副委員長
南　守雄、清水文雄 、夷藤　満、磯貝幸博
（なし）
（なし）
（なし）
桐山 教育長、助田 町民福祉部長、山田 町民福祉部担当部長、中川 教育部
長、源 住民課長、川本 住民課担当課長（環境管理室長）、髙木 子育て支援
課長、舟野 保険年金課長、秋田 福祉課長、上前保険年金課担当課長兼福祉
課担当課長（保健センター所長兼地域包括支援センター所長）、古賀学校教
育課長、中村 文化スポーツ課長

中村書記

（1）現地視察
・「西荒屋・室公民館」、「西荒屋小学校」、「鶴ケ丘テニスコート」、
　「大根布1丁目防火水槽」、「消防第一分団」

（2）町長提出議案の審査
・議案第5号　『令和7年度 内灘町一般会計補正予算(第9号)』
　(議案第5号　説明)

・議案第6号　『令和7年度 内灘町国民健康保険特別会計補正予算(第3号)』
　(議案第6号　説明)

・議案第7号　『令和7年度 内灘町後期高齢者医療特別会計補正予算(第3号)』
　(議案第7号　説明)

・議案第8号　『令和7年度 内灘町介護保険特別会計補正予算(第4号)』
　(議案第8号　説明)

・議案第11号　『令和8年度 内灘町一般会計予算』
　(議案第11号　説明)

・議案第12号　『令和8年度 内灘町新エネルギー事業特別会計予算』
　(議案第12号　説明)
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・議案第13号　『令和8年度 内灘町国民健康保険特別会計予算』
　(議案第13号　説明)

・議案第14号　『令和8年度 内灘町後期高齢者医療特別会計予算』
　(議案第14号　説明)

・議案第15号　『令和8年度 内灘町介護保険特別会計予算』
　(議案第15号　説明)

・議案第25号　『内灘町歴史民俗資料館等 利用料金条例を廃止する条例について』
　(議案第25号　説明)

【委員】
ふるさと学習の一環で、以前は町内の全小学校が利用していたと記憶し
ているが、参考資料によると令和7年度は清湖、白帆台の2校となってい
る。全小学校に利用してもらうための取り組みをすべき。

【説明員】
カリキュラムの編成は各学校で行っており、学校と協議しながら進めて
いきたい。

【委員】
入館料を無料にしたことで、展示内容の質が下がらないようにしてほし
い。

【説明員】
町内外問わず、多くの方に来てもらえるよう企画内容を協議し、魅力度
アップに努めていきたい。

・議案第26号　『内灘町歴史民俗資料館条例の一部を改正する条例について』
　(議案第26号　説明)

・議案第27号　『内灘町風と砂の館条例の一部を改正する条例について』
　(議案第27号　説明)

・議案第28号　『内灘町国民健康保険税条例の一部を改正する条例について』
　(議案第28号　説明)

【委員】
国保税では子どもに均等割が賦課されるが、少子化対策が重要視されて
いる中で、国としての見解が示されているか。

【説明員】
子どもの均等割について、現在、国の少子化対策として、未就学児の均
等割額を半額とする軽減を行っており、令和9年度から、対象年齢が18歳
までに拡充される予定である。
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・議案第29号　『内灘町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例について』
　(議案第29号　説明)

・議案第30号　『内灘町介護保険条例の一部を改正する条例について』
　(議案第30号　説明)

【委員】
改正によりどのような影響があるのか。

【説明員】
給与所得控除が引き上げられることで、収入に変化がなくても住民税が
課税から非課税になる方が生じるため、それに伴い、介護保険料が減収
となる影響がでる。このことから、予定していた介護保険事業計画を維
持するため、介護保険料の算定を従前どおりとする特例措置を設けるも
の。なお、介護保険事業計画は3年ごとに策定しており、令和9年度から
は税制改正後の収入見込で計画を策定することができるため、令和8年度
に限り特例措置を設ける。

・議案第33号　『請負契約の締結について [西荒屋小学校 屋内運動場大規模改修工事]』
　(議案第33号　説明)

・議案第37号　『第3次内灘町子どもの権利条例推進計画の策定について』
　(議案第37号　説明)

（以上）
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